
１　集落協定の範囲等

（１）協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

２　集落戦略

（１）集落戦略の作成に当たっての工夫

5.983 ％

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 177 協定 75.64 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 57 協定 24.36 ％

％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 149 協定 63.68 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 35 協定 14.96 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１ 7 協定 2.991 ％

15.81 ％

47.86 ％

7.692 ％

6.41 ％

協定30

32.05 ％75 協定

37 協定

112 協定

18 協定

15 協定

12.82 ％

1.709 ％

4.274 ％

11.54

4 協定

10 協定

27 協定

様式3-2

都道府県中間年評価書
（集落協定等へのアンケート関係）

都道府県名 大分県 担当部署 地域農業振興課

協定 協定1187 234

27 協定 25 協定

18

％

割合協定数

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した

市町村 17 市町村 17 市町村

Ⅳ　アンケート調査の対象協定（集落）等数

未実施集落

廃止協定

個別協定

集落協定

協定等数
アンケート実施

協定等数

Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１ 11 協定 4.701 ％

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 7.692

②話合いをリードする者を活用して進めた

③市町村や関係機関の協力を得て進めた

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくことを
前提に作成を進めた

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した

⑦その他

⑧特になし

⑨まだ作成していない

協定 15 協定

62 集落 38 集落

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２ 14 協定

18 協定
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（２）集落戦略の作成の効果

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　加算措置に取り組む際に中心となった者

４　第５期対策における本制度の効果について

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農地が荒廃農用地になっていた割合

％8 協定

4.701 ％

4.274 ％

3.846 ％

10 協定

9 協定

101 協定

11

⑪他の協定等との統合・連携をした又はその計画がある 3.419

6 協定

⑬特に何もしていない

⑭その他

1

広域化
加算

4 26 2

17

43 協定

16 協定

協定

⑦スマート農業等の省力化技術を導入した又はその計画がある

⑧耕作条件が劣る農地の粗放的管理や林地化を実施又はその計画がある

⑨鳥獣害対策を実施した又はその計画がある

⑩所得確保のため高収益農産物の生産や加工等を始めた又はその計画がある

③集落でまとまって農地中間管理機構に農用地を貸し付けた又はその手続きを進めている

④一部の農用地を農地中間管理機構に貸し付けた又はその手続きを進めている

⑤担い手に農用地を貸し付けた又はその計画がある（農地中間管理機構を使わないケー
ス）

⑥基盤整備等により耕作条件を改善した又はその計画がある

43.16 ％

4.701 ％

10.26 ％

18.38 ％

6.838 ％

1.282 ％

7.265 ％協定

3 協定

11 協定

24 協定

協定数 割合

①集落営農を組織化・法人化した又はその計画がある

②認定農業者や新規就農者を確保した又は確保する計画がある

19

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算
超急傾斜

加算

19 協定

・約５割の協定が、「協定参加者が今後も健在であることを前提」として作成を進めている。
・アンケート調査や行政機関の活用等、集落戦略にあたり具体的な工夫をして行っている協定は
１～２割であり、作成していない協定は約１割であった。

20.94 ％

2.564 ％

・協定は、具体的にどのように作成すれば良いか苦心している可能性があり、役員等を対象にし
た研修会等を開催する必要があるのではないか。

8.12 ％

49 協定

※　アンケート対象の集落協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

⑫高齢者等への声掛けや見守り等の生活支援活動を開始した又はその計画がある

8 7

1

1

1

(0%) (6%)

(0%) (1%) (0%) (0%)

(0%) (3%) (0%) (3%)

3 16 15

2

(1%) (7%)

①協定対象農用地の１割未満

②協定対象農用地の１～３割

③協定対象農用地の３～５割

(0%) (0%) (0%) (0%)

協定数 割合

60 協定 25.64 ％

協定数

①協定代表者
(0%)

②協定代表者以外の協定参加者

③統合された集落協定又は集落の側から

④市町村等の行政からの働きかけ

⑤その他

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(2%) (11%) (1%) (8%)

82 協定 35.04 ％

46 協定 19.66 ％

21 協定 8.974 ％

25 協定 10.68 ％

④協定対象農用地の５割以上

⑤荒廃化していない
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（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度や加算に取り組んだことによる効果

４の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

４の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 188 協定 80.34 ％

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 25 協定 10.68 ％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 10 協定 40 ％

③以前と変わらない 7 協定 28 ％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 21 協定 8.974 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 8 協定 32 ％

ア 制度に
よる全体
の効果

広域化
加算

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算

193 1 13 1

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 0 ％

⑤その他 1 協定 4 ％

イ 加算に取り組んだことによる効果

超急傾斜
加算

18

(1%) (0%) (4%) (0%) (6%)

70 3 16 2 5

①荒廃農地の発生防止
(82%) (0%) (0%) (6%) (0%) (8%)

189 2 9 1 15

(81%)

118 1 1 3 1 14

(8%) (0%) (1%) (2%) (0%) (1%)

28 1 3 1 1

(12%) (0%) (0%) (1%) (0%) (0%)

(11%) (0%) (0%) (4%) (0%) (1%)

18 2 5 2

(30%) (0%) (1%) (7%) (1%) (2%)

25 10 2

(10%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

4 2 1

(50%) (0%) (0%) (1%) (0%) (6%)

24 1

(0%)

5 1

(2%) (0%) (0%) (0%) (1%) (0%)

6 2 2

(1%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

(3%) (0%) (0%) (2%) (0%) (0%)

2

1

(2%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

71 1 8 1

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確
保（増加）した

(30%) (0%) (0%) (3%) (0%) (2%)

6 1 4

4

(3%) (0%) (1%) (1%) (0%)

協定数

・本制度を実施しない場合、「対象農用地が荒廃化する割合が１割以上」と回答が約６割であっ
た。また、「荒廃農地の発生防止」及び「水路・農道等の維持、地域環境の保全」に効果がある
との回答割合が８割以上と、高く評価されている。

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子ども
の見守り、買い物支援、雪かき・雪下ろし等）を開始（拡
大）した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した

・本制度を活用しているところでは、荒廃農地の発生防止や、水路・農道の維持管理等の効果は
　得られていると考える。
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５　集落協定が実施している各種の活動
（１）集落協定が実施している活動

（２）（１）の活動に当たっての連携組織

５の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

５の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

⑪その他

⑫連携している組織はない

1

(1%) (1%)
66 62

(28%) (26%)

②自治会、町内会

③子ども会、婦人会、青年会、老人会、地域の団体

④地域運営組織
(10%)

116 125
(50%) (53%)
101 98

(43%) (42%)
5

1
(0%) (0%)
87 83

(37%) (35%)

(3%) (4%)

(41%)

15

⑭協定対象農用地の保全活動、農道・水路等の維持・管理活動以外の活動はしていない

(6%)

(1%) (2%)
2 6

80 94
(34%) (40%)

⑤社会福祉協議会、NPO、社会福祉法人

⑥保育園・幼稚園、小・中学校、高等学校

⑦大学

⑧他の集落協定、集落営農組織、多面的機能支払交付金の活動組織、土地改良区、JA

⑨民間企業

⑩地域おこし協力隊

(41%)
32 35

(14%) (15%)
19 24

①市町村、都道府県

(8%)
1 3

(0%) (1%)
7 9

①協定対象農用地以外の農用地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理
等）

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）

ア 現在実施して
いる活動

協定数

(47%)
111 107

(46%)
②協定対象農用地に隣接しない農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による
活動を含む）

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林）

⑤農作業の共同化

⑥農業機械の共同利用

⑦鳥獣害対策

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用

⑨都市住民との交流活動

⑩農産物の販売・加工

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）

⑫生き物観察や生物保全活動

⑬その他

5
(2%) (2%)
60 63

(26%) (27%)
72 76

(31%) (32%)
172 166

41 47
(18%) (20%)

5 7
(2%) (3%)
17 17

(7%) (7%)
15

3 5

(6%)
6 5

(3%) (2%)
4 4

(2%) (2%)
17 16

(7%) (7%)

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）

ア 現在実施して
いる活動

協定数

(1%) (3%)
2 2

(74%) (71%)

97 96

・「鳥獣害対策」の活動割合が約７割と高かった。連携組織は、行政組織や自治会等の割合が高
い。

・連携を求めている協定に対しては、行政機関が橋渡しの役割を果たしてほしい。
・地域運営組織とより連携できるようにサポートしてほしい。
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１　第５期対策における本制度の効果

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農用地が荒廃農地になっていた割合

（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度に取り組んだことによる効果

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始（拡大）した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

2 協定

4 協定

2 協定

1 協定

協定

1 協定

1 協定

協定

21 協定 84 ％

5 協定 20 ％

5 協定 20 ％

1 協定 4 ％

①荒廃農地の発生防止

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した

協定数 割合

24 協定 96 ％

0 ％

4 ％

0 ％

4 ％

4 ％

0 ％

協定 0 ％

16 ％

8 ％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 6 協定 24 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 2 協定 50 ％

8 ％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 1 協定 25 ％

③以前と変わらない 1 協定 25 ％

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 0 ％

⑤その他 協定

82 協定 ％

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 15 協定 60 ％

⑤荒廃化していない

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 4 協定 16 ％

Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

28

82 協定 ％

7 協定 ％

①協定対象農用地の１割未満

②協定対象農用地の１～３割

28

287 協定 ％

7 協定 ％

③協定対象農用地の３～５割

④協定対象農用地の５割以上
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１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　今後の経営意向

（１）経営規模の拡大意向

（２）規模拡大に当たっての農用地の条件

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

1 協定 17 ％

％

3 協定 50 ％

協定 0 ％

⑦環境保全型農業に適した圃場であること

⑧ほ場が面的にまとまっていること

⑨賃料が安いこと

⑩その他

・経営規模について、規模拡大を考えているのは約２割であり、条件として特に農業用水の利用
や鳥獣害対策、大型機械が利用できるほ場を求めていることがわかる。一方で6割の協定が現状
のままで良いと回答した。

・体制整備単価について、協定農用地面積の取組面積の増だけでなく、実態に応じた要件緩和
　が必要ではないか。

・本制度を実施しない場合、「対象農用地が荒廃化する割合が１割以上」との回答が約８割にの
ぼった。また、「荒廃農地の発生防止」、「水路・農道等の維持、地域環境の保全」は８割以上
が効果があると評価している。

1 協定 4 ％

3 協定 12 ％④規模を縮小したい（農業経営をやめる意向を含む）

※　アンケート対象の個別協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

・本制度を活用しているところでは、荒廃農地の発生防止や、水路・農道の維持管理等の効果は
　得られていると考える。
・引続き個人又は法人で農用地の維持・管理を続けれるよう支援すること。

協定数 割合

協定 0 ％①農地面積や圃場条件にはこだわらない

協定数 割合

①規模拡大の意向がある 6 協定 24 ％

②現状維持 15 協定 60 ％

③規模拡大より農地を集約したい

3 協定 50 ％②基盤整備済みの圃場であること

5 協定 83 ％③農業用水（灌水施設を含む）が利用できること

4 協定 67 ％

4 協定 67 ％

2 協定 33 ％

④鳥獣害防止柵等の対策が講じられていること

⑤農道の整備やほ場に大型機械が入ること

⑥日当たりや水はけの良い圃場であること

2 協定 33
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１　第４期末まで協定対象農用地として維持・管理してきた農用地の現在の状況

１について都道府県の所見【必須】

１について第三者機関の意見【必須】

２　集落の共同活動
（１）現在の集落での共同活動

（２）現在の共同活動の参加者の数

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

25 ％3

元協定数 割合

③転用された農用地がある 協定 0 ％

Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果の評価

1 協定 7 ％

4 協定 27 ％

①荒廃した農用地がある 12 協定 80 ％

②作付けしない農用地がある 11 協定 73 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある

④林地化（植林）された農用地がある 1 協定 7 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 協定 0 ％

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降） 協定 0 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 3 協定 20 ％

⑧鳥獣被害が発生している 11 協定 73 ％

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 2 協定 13 ％

⑫その他 協定 0 ％

元協定数 割合

5 協定 33 ％

7 協定 47 ％

※　アンケート対象の廃止協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

・本制度の取組が荒廃農地の発生抑制に大きな効果をもたらしている。

3 協定 20 ％

7 協定 47 ％

1 協定 7 ％

4 協定 27 ％

協定 0 ％

1 協定 7 ％

協定 0 ％

協定 0 ％

1 協定 7 ％

1 協定 7 ％

・共同活動については、８割の集落で引続き作業が実施されていることが伺える。一方で活動実
施の参加人数については、約７割の集落で当時より減ったと回答している。

⑫生き物観察や生物保全活動

⑬その他

3 協定 20 ％

③集落協定の活動していた当時と変わらない

％

⑭集落で共同活動は実施していない

協定 0 ％

1 協定 8

・農道・水路等の維持・管理活動について、約５割程度の集落は共同活動を実施していないこと
　が伺える。本制度に取り組み続けることで、当該活動の継続につながるものと考える。

・第５期以降廃止した協定の８割以上で荒廃した農用地があると回答。また、７割以上の協定
が、作付けしていない農用地、鳥獣被害が発生していると回答した。

元協定数 割合

①集落協定の活動していた当時より減った 8 協定 67 ％

②集落協定の活動していた当時より増えた

協定

①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等）

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む）

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林）

⑤農作業の共同化

⑥農業機械の共同利用

⑦鳥獣害対策

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用

⑨都市住民との交流活動

⑩農産物の販売・加工

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）
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３　５年後（令和10年度）の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の５年後の有無

（２）地域の農業の「担い手」の５年後の有無

（３）集落の農用地の５年後の荒廃状況

３の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

４　集落協定の範囲等

（１）元協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

５　近隣の集落協定から誘いがあった場合の対応

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

3 協定 20

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 11 協定 73 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 4 協定 27 ％

％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 6 協定 40 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 3 協定 20 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１

％

②活動に参加する農家はない 7 協定 47

％

②集落の農用地の１～３割が荒廃する

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 33 ％

％

元協定数 割合

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 協定 0

％

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１

協定

8 協定 53 ％②いない

7

協定 0 ％

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２

協定 47

①いる

・まとめ役、担い手がいる集落もあり、そのような集落は、事務手続きや取組期間（５年間）等
　の負担が理由で廃止した可能性もあるのでは。

協定 0

④集落の農用地の５割以上が荒廃する

⑤荒廃化しない

3 協定 20

47 ％7 協定

2 協定 13 ％

11 協定 73 ％

元協定数 割合

1 協定 7 ％

元協定数 割合

4 協定 27 ％

％

5

元協定数 割合

①元協定参加農家の中には、参加する農家もいると思われる 6 協定 40 ％

・廃止集落では、近い将来地域のまとめ役がいないと回答した集落が５割を超え、担い手につい
ては「いない」と回答した集落が７割を超えた。また、5年後の荒廃状況についても１割以上が
荒廃すると回答した集落が９割を超えている。

②いない

①集落の農用地の１割未満が荒廃する

①いる

③近隣集落に協定がない 2 協定 13 ％

近隣から誘われた場合、参加する集落は約４割と伺える。一方で、参加しないと回答したのは約
５割であった。

・廃止集落に対し、廃止した理由を聞き取り、再び活動を再開させるにはどのような支援が必要
か聞き取るべき。
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１　現在の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の有無

（２）地域の農業の「担い手」の有無

（３）現在の集落での共同活動

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　農用地の状況
（１）農用地の耕作者

集落 61 ％

集落数 割合

12 集落 32 ％①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等）

58 ％

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り 5 集落 13 ％

Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果の評価

集落数 割合

①いる 28 集落 74 ％

②いない 10 集落

②いない 23

⑥農業機械の共同利用 集落 0 ％

⑦鳥獣害対策 8 集落 21 ％

26 ％

集落数 割合

①いる 15 集落 39 ％

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林） 集落 0 ％

⑤農作業の共同化 1 集落 3 ％

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む） 22 集落

⑩農産物の販売・加工 1 集落 3 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）

12 集落 32 ％

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用 1 集落 3 ％

⑨都市住民との交流活動 集落 0 ％

⑭集落で共同活動は実施していない 4 集落 11 ％

集落数 割合

①地域の担い手が主に耕作 1 集落 3 ％

⑫生き物観察や生物保全活動 集落 0 ％

⑬その他 4 集落 11 ％

※　アンケート対象の未実施協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

②地域の担い手と各農家がそれぞれ耕作 12 集落 32 ％

③各農家がそれぞれ耕作 19 集落 50 ％

④ほとんどの農地が荒廃化し、誰も耕作していない 6 集落 16 ％

・約７割の集落で地域の中心役がいると回答した。一方で、６割の集落が、担い手がいないと回
答した。また、約９割の集落で共同活動していることが伺える。

・本制度の要件が合致する集落に対し、行政機関が積極的に推進活動を行うべき。
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（２）集落の農用地の状況
ア　最近５年間の集落の農用地の状況の変化

イ　集落の農用地の５年後の荒廃状況

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　中山間地域等直接支払制度の認知度
（１）中山間地域等直接支払制度を知っているか

（２）中山間地域等直接支払制度が集落の話合いで出たことがあるか

11②作付けしない農用地がある 集落 ％

3

29

③転用された農用地がある 集落 8 ％

3 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある 1 集落 3 ％

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある 集落 0 ％

集落数 割合

①荒廃した農用地がある 13 集落 34 ％

④林地化（植林）された農用地がある 1 集落

8 ％

％

⑧鳥獣被害が発生している 11 集落 29 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 4 集落 11 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 7 集落

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降）

⑫その他

①聞いたこともあり、少しは制度の内容を知っている 7 集落 18 ％

②制度があることは知っているが、内容は知らない 15 集落 39 ％

④集落の農用地の５割以上が荒廃する 10 集落 26 ％

⑤荒廃化しない 6 集落 16 ％

集落数 割合

16 ％

集落数 割合

①集落の農用地の１割未満が荒廃する 6 集落 16 ％

集落 0 ％

6 集落

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 10 集落 26 ％

18

②集落の農用地の１～３割が荒廃する 13 集落 34 ％

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 3 集落

③知らない 16 集落 42 ％

集落数 割合

①集落で中山間地域等直接支払制度の話が出たことがある 6 集落 27 ％

②出たことはない 16 集落 73 ％

・約３割の集落では担い手が存在しているものの、残り７割は担い手がいない状況にある。
・最近５年間で荒廃した農用地、未耕作の農地、鳥獣害の被害がそれぞれ約３割あり、５年後に
　１割以上の農用地が荒廃すると回答した集落は約７割であった。

・未実施集落では、農地の荒廃化が懸念される。
・地域に担い手が存在している集落は約３割程度、担い手不在の状態で各農家が耕作している
　集落は約５割であり、担い手確保等の対策をとるべき集落が一定割合あると考える。
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（３）中山間地域等直接支払制度に取り組まなかった理由

（４）中山間地域等直接支払制度に取り組む意向の有無

３の（１）から（４）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（４）について第三者機関の意見【必須】

・約８割の集落は本制度のことをよく知らないと回答した。一方で、本制度を知っているが取り
組まなかった集落の理由として、農用地の要件を満たしていないという理由が約８割を超えた。

集落数 割合

①集落内の合意が取れなかったため 2 集落 33

④制度の対象となる農用地の要件を満たさなかったため 5 集落 83 ％

⑤取り組むに当たって、中心となるリーダーがいなかったため 1 集落 17 ％

％

1 集落 17 ％

1 集落 17 ％

⑧農業収入が見込めなかったため 集落 0 ％

⑨鳥獣被害が増加していたため 1 集落 17 ％

⑥農家が高齢化しており、５年間続ける自信がなかったため 1 集落 17 ％

⑦地域農業の中心となる者がいなかったため 2 集落 33 ％

33 集落 87 ％

⑫中山間地域等直接支払制度がなくても農用地の維持・管理が可能であるため 集落 0 ％

⑬その他 集落 0 ％

⑩近隣の集落も取り組んでいなかったため 集落 0 ％

⑪ほ場条件が悪いため 2 集落 33 ％

②交付金の返還等の要件が厳しかったため

③事務手続きが負担となるため

集落数 割合

①ある 5 集落 13 ％

②ない

・本制度の認知度を上げるように、行政機関は様々な媒体を活用するべき。また、意向のある集
落に対しては積極的に推進すること。
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１　第５期対策の中山間等直接支払制度の効果
（１）荒廃農地の発生・防止への貢献の程度

（２）本制度の効果

（３）本制度の必要性

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　本制度の改善点等
（１）本制度の改善点

※　アンケート対象の市町村数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果
　 の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

・本制度の貢献度は全ての市町村が一定以上の効果があると回答し、荒廃農地の発生防止及び農
道・水路の維持、地域環境の保全についても効果があると回答している。

③やや貢献した

④貢献していない

①荒廃農地の発生防止

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

市町村数 割合

①かなり貢献した 11 市町村 65 ％

②一定程度貢献した 6 市町村 35 ％

Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

17 市町村 100 ％

17 市町村 100 ％

市町村 0 ％

市町村 0 ％

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した 市町村 0 ％

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ 2 市町村 12 ％

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した 8 市町村 47 ％

④農業（農外）収入が増加した 2 市町村 12 ％

⑨都市住民等との交流が増加した 1 市町村 6 ％

⑩定住者等を確保した 市町村 0 ％

⑦鳥獣被害が減少した 8 市町村 47 ％

⑧荒廃農地を再生した 2 市町村 12 ％

⑬その他 市町村 0 ％

⑭特に効果は感じられない 市町村 0 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始した

市町村 0 ％

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された 8 市町村 47 ％

②制度の見直しを行い、継続する必要がある 8 市町村 47 ％

③制度を廃止しても構わない 市町村 0 ％

協定数 割合

①現行制度を維持し、制度を継続する必要がある 9 市町村 53 ％

③一団の農用地（1ha以上）の要件緩和 4 市町村 24 ％

④協定活動期間（５年間）の緩和 9 市町村 53 ％

協定数 割合

①対象地域の要件緩和 3 市町村 18 ％

②傾斜区分の要件緩和 7 市町村 41 ％

⑦集落マスタープランの活動方策の内容の見直し 3 市町村 18 ％

⑧交付単価の増額 3 市町村 18 ％

⑤必須活動の内容の緩和 4 市町村 24 ％

⑥集落戦略の内容の簡素化 11 市町村 65 ％

⑪協定書様式・申請手続きの簡素化等の事務負担の軽減 13 市町村 76 ％

⑫その他 1 市町村 6 ％

⑨加算の充実 市町村 0 ％

⑩交付金返還規定の緩和 9 市町村 53 ％

・本制度を活用しているところでは、荒廃農地の発生防止や、水路・農道の維持管理等の効果は
　得られていると考える。
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（２）集落や農用地を維持するための支援や対策

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　今後の農地利用や集落機能等
（１）次期対策

ア　次期対策における協定数

イ　協定数の減少要因

③かなりの減少が見込まれる

・緩和について、協定が作成する書類関係について簡素化してほしい要望が特に多く見られる。
・一方で支援について、担い手の確保する支援を求める市町村が特に多いと見られる。

①おおむね現状維持が見込まれる

②若干の減少が見込まれる

②担い手への農地の集積・集約化のための支援 5 市町村 29 ％

③地域外からの定住者等を確保するための支援 4 市町村 24 ％

協定数 割合

①農業の担い手を確保するための支援 14 市町村 82 ％

⑥高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援 1 市町村 6 ％

⑦機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援 6 市町村 35 ％

④集落協定の広域化や統合に対する支援 2 市町村 12 ％

⑤鳥獣害対策に対する支援 10 市町村 59 ％

⑩都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するための支援 市町村 0 ％

⑪地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援 5 市町村 29 ％

⑧地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）に対する支援

1 市町村 6 ％

⑨地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを構築する取組への支援 2 市町村 12 ％

⑭その他 1 市町村 6 ％

⑮特になし 市町村 0 ％

⑫農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する支援 4 市町村 24 ％

⑬傾斜地において、安全に農作業できる農業用機械の購入に対する支援 2 市町村 12 ％

協定数 割合

4 市町村 24 ％

13 市町村 76 ％

市町村 0 ％

市町村 0 ％

⑤協定の統合・広域化が進むことが見込まれる

市町村 0 ％

⑥新規の協定や活動再開の協定により、協定数の増加が見込まれる

市町村 0 ％④ほぼすべての協定の廃止が見込まれる

⑤鳥獣被害増加のため

市町村 0 ％

⑥事務手続きが負担なため

市町村 0 ％

協定数 割合

③地域農業の中心となる者がいないため

市町村 0 ％

④農業収入が見込めないため

市町村 0

市町村 0 ％

市町村 0 ％

％

①活動の中心となるリーダーの高齢化のため

②協定参加者の高齢化による体力や活動意欲低下のため

⑨協定内の意見がまとまらず、合意形成が困難なため

市町村 0 ％

⑩その他

市町村 0 ％

⑦交付金の遡及返還が不安なため

市町村 0 ％

⑧統合の相手先となる協定が近隣にないため

市町村 0 ％

・申請書類様式等を簡潔にすることも必要だが、マスタープランや集落戦略については、協定
　構成員が皆で知恵を出し合いながら話合い、合意形成を図っていくことこそが重要。
　行政には、そのサポートが必要なのではないか。
・担い手支援については、行政機関全体で取組むべき事項と考える。
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ウ　集落協定の統合・広域化の推進方針

（１）のアからウについて都道府県の所見【必須】

（１）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

（２）５年後（令和10年）の農用地の利用、集落機能等

ア　農用地の荒廃状況

イ　集落の寄り合いの回数

ウ　集落の各種行事の回数

（２）のアからウについて都道府県の所見【必須】

（２）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

②高齢化が進んでいる集落協定に対して周辺集落協定への統合を推進する

③集落協定の規模等に関わらず統合を推進する

④集落協定に対して周辺の未実施集落の取り込みを推進する

①かなり荒廃化が進む

②やや荒廃化が進む

③荒廃化しない

④荒廃農地の解消が進む

①今よりも増加する

②今と変わらない

③今よりも減少する

協定数 割合

市町村 0 ％

8 市町村 47 ％

1 市町村 6 ％

市町村 0 ％

①小規模集落協定に対して周辺の集落協定への統合を推進する

％

市町村 0 ％

61 市町村

・今後の農地利用について、若干の減が見込まれる一方、市町村として、統合・広域化等の推進
について考えている市町村の割合は約３割ということが伺える。

⑦相談があれば対応するが、特段の推進は考えていない

2 市町村 12

協定数 割合

5 市町村 29 ％

3 市町村 18 ％

％

⑧その他

1 市町村 6 ％

⑤未実施集落に対する協定締結を推進する

9 市町村 53 ％

協定数 割合

③今よりも減少する

市町村 0 ％①今よりも増加する

②今と変わらない

％

⑥担い手に対して個別協定に取り組むことを推進する

1 市町村 6 ％

協定数 割合

3 市町村 18 ％

13 市町村 76 ％

9 市町村 53

3 市町村 18 ％

14 市町村 82 ％

・集落機能が低下し、農業生産活動の継続も、地域行事等の継続も困難になることが見込まれる。

・近い将来広域化が必要となると見込まれる協定に対し、行政機関が主体となって集落協定の広
域化を推進すべき。

・集落機能強化加算を推進し、集落機能を活性させるべき。
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４　集落戦略
（１）集落戦略作成の推進に当たっての苦労

（２）集落戦略作成の推進に当たっての工夫

４の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

４の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

５　農村ＲＭＯの推進の意向

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

・県内のほとんどの市町村で既にRMOの推進が行われている。そのため協定等の農業者が母体と
なった組織がさらに活動の幅を広げ生産支援活動にも取組む農村RMOについては、いずれの市町
村も推進予定はないと回答した。

③話合いをリードする者の確保など、話合いを進めることに苦労した

7 市町村 41 ％

④担い手が耕作する農地を明確化することに苦労した

2 市町村 12 ％

①話し合う場を設けることが困難であった

②協定参加者以外の参集に苦労した

7 市町村 41 ％

3 市町村 18 ％

協定数 割合

2 市町村 12 ％

⑩その他

11 市町村 65 ％

⑦地域の寄り合いや行事を主導するリーダーの目途が立たない

1 市町村 6 ％

⑧高齢化が進み、10年後の農用地の将来像を考えること自体が難しかった

7 市町村 41 ％

⑤草刈り等の管理のみを行う農地（粗放的利用する農地）を明確化することに苦労した

⑥地域の農業を担う担い手の目途が立たない

2 市町村 12 ％

協定数 割合

③関係機関の協力を得て進めた

3 市町村 18 ％

⑪特になし

1 市町村 6 ％

1 市町村 6 ％

⑨協定を広域化したため、どの範囲でどうやって集落戦略を作成するかなどの調整に苦労
した

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した

②話合いをリードする者を活用して進めた

8 市町村 47 ％

⑦その他

1 市町村 6 ％

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた

4 市町村 24 ％

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくことを
前提に作成を進めた

1 市町村 6 ％

協定数 割合

③現在は推進しているが、今後は推進しない予定

市町村 0 ％

⑧特になし

市町村 0 ％

2 市町村 12 ％

①現在も推進しており、今後も推進する予定

②現在は推進していないが、今後は推進する予定

・高齢化が進み、近い将来のことや担い手の確保等、持続的に農用地の活用をどのようにする
か、協定に問いかけることに苦労していることが伺える。

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した

・行政機関が協定の役員を参集し、集落戦略についての研修会を開催することで、協定の役員も
行政の担当者も作成を進めるにあたり、課題等が見えてくると考える。

・地域が１つの協定ずつでは対応が難しくなってきたときには、次のステップとして農村RMO
　による取組を考えてほしい。また、そのような事例を作っていってほしい。
・県内に波及可能な事例をアンテナ高く情報収集し続けるとともに、県内の農村RMO事例を紹
　介できるようにして欲しい。

16 市町村 94 ％

1 市町村 6 ％

④現在も推進していないが、今後も特に推進しない予定

市町村 0 ％

⑤その他

市町村 0 ％

3 市町村 18 ％
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